
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カー
ド並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情

報の提供等に関する省令の一部を改正する省令案概要 
 

 

１．改正の概要 

（１）交付申請書の記載事項（第 21条関係） 

市町村長が交付申請書の受付及び保存に係る事務を地方公共団体情報シ

ステム機構（以下「機構」という。）に行わせた場合には、交付申請書の記

載事項を交付申請者の氏名、住所及び個人番号（交付申請者が通知カードと

ともに発送される交付申請書の用紙を用いる場合には、交付申請者の氏名、

住所、生年月日及び性別）とするもの。 

 

（２）再交付申請書の記載事項（第 28条第１項関係） 

市町村長が再交付申請書の受付及び保存に係る事務を機構に行わせた場

合には、再交付申請書の記載事項を個人番号カードの再交付を受けようとす

る旨及びその事由並びに個人番号カードの交付を受けている者の氏名、住所

及び個人番号とするもの。 

 

（３）委任市町村長が実施可能な事務の追加（第 35条第２項関係） 

委任市町村長（機構に通知カード・個人番号カード関連事務を行わせるこ

ととした市町村長をいう。）が機構に委任した事務のうち、委任市町村長が

あわせて実施することができる事務として、個人番号カード交付通知書（個

人番号カードを交付するため、住所地市町村長が交付申請者に対して当該市

町村の事務所への出頭を求める旨を記載した通知書をいう。）の作成に係る

事務を追加するもの。 

 

（４）総合区の設置に伴う規定の整備（第 48条関係） 

地方自治法の一部を改正する法律（平成 26年法律第 42号）の施行により

総合区が設置されることに伴い、第 48条（指定都市の区に対する特例）の

規定の整備を行うもの。 

 

（５）その他の事項 

その他所要の規定の整備を行うものとしたこと。 
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２．施行期日 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成 25 年法律第 27 号）附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日（平成

28年１月１日）とする。 

ただし、第 48 条の改正規定については、地方自治法の一部を改正する法律

の施行の日（平成 28年４月１日）とする。 
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書
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付
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請
書
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記
載
事
項
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二
十
一
条
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三
条
第
一
項
前
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の
総
務
省
令
で
定
め
る
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付
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付
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又
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三
十

申
請
者
の
氏
名
、
住
所
並
び
に
個
人
番
号
又
は
生
年
月
日
及
び
性
別
と
す
る
。

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
を
地
方
公
共
団
体
情

報
シ
ス
テ
ム
機
構
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以
下
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機
構
」
と
い
う
。
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行
う
場
合
に
は
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交
付
申

請
者
の
氏
名
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住
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個
人
番
号
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交
付
申
請
者
が
通
知
カ
ー
ド
と
と
も
に

発
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れ
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交
付
申
請
書
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紙
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場
合
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は
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交
付
申
請
者
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性
別
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と
す
る
。
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交
付
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等
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個
人
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ー
ド
の
再
交
付
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申
請
等
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二
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個
人
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ー
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交
付
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受
け
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る
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個
人
番
号
カ
ー

第
二
十
八
条

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
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個
人
番
号
カ
ー

ド
を
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失
し
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失
し
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損
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又
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損
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又
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損
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損
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付
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付
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付
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受
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又
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付
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又
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。
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２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
通
知
カ
ー
ド
・
個
人
番
号
カ
ー
ド
関
連
事
務
の
委
任
）

（
通
知
カ
ー
ド
・
個
人
番
号
カ
ー
ド
関
連
事
務
の
委
任
）

第
三
十
五
条

市
町
村
長
は
、
機
構
に
、
通
知
カ
ー
ド
及
び
個
人
番
号
カ
ー
ド
に

第
三
十
五
条

市
町
村
長
は
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
（
以
下
「
機

係
る
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
務
（
以
下
「
通
知
カ
ー
ド
・
個
人
番
号
カ
ー

構
」
と
い
う
。
）
に
、
通
知
カ
ー
ド
及
び
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
係
る
事
務
の
う

ド
関
連
事
務
」
と
い
う
。
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を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
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ち
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掲
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通
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ド
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き
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。

一
～
八

（
略
）

一

通
知
カ
ー
ド
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交
付
申
請
書
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用
紙
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こ
れ
ら
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関
連
す
る
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刷
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こ
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二
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に
お
い
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通
知
カ
ー
ド
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と
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う
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作
成
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発
送
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付
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付
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付
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付
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付
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応

２

委
任
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長
（
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項
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定
に
よ
り
機
構
に
通
知
カ
ー
ド
・
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人
番
号
カ

２

委
任
市
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長
（
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項
の
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定
に
よ
り
機
構
に
通
知
カ
ー
ド
・
個
人
番
号
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ー
ド
関
連
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
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し
た
市
町
村
長
を
い
う
。
以
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同
じ
。
）

ー
ド
関
連
事
務
を
行
わ
せ
る
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と
と
し
た
市
町
村
長
を
い
う
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じ
。
）

は
、
通
知
カ
ー
ド
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個
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番
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カ
ー
ド
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は
、
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個
人
番
号
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ド
関
連
事
務
（
同
項
第
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号
、
第
二
号
、

第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
事
務
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務

第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
事
務
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
通

の
う
ち
通
知
カ
ー
ド
の
作
成
及
び
発
送
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
を
行
わ
な
い

知
カ
ー
ド
の
作
成
及
び
発
送
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
を
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も
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と
す

も
の
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る
。

る
。

３

（
略
）

３

委
任
市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
通
知
カ
ー
ド
・
個
人
番

号
カ
ー
ド
関
連
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
日
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
四
十
八
条

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
五
十
二

第
四
十
八
条

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
五
十
二

条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市(
次
項
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と

条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市(

次
項
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と

い
う
。)

に
お
い
て
は
、
第
八
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
中
市
長
に
関
す
る
規

い
う
。)

に
お
い
て
は
、
第
八
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
中
市
長
に
関
す
る
規

定
は
、
市
の
区
長
及
び
総
合
区
長
に
適
用
す
る
。

定
は
、
市
の
区
長
に
適
用
す
る
。

２

（
略
）

２

指
定
都
市
に
つ
い
て
こ
の
政
令
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
字
句
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
一
条
第
四
項

住
所
地
市
町
村
長

住
所
地
区
長

第
十
一
条
第
四
項

住
所
地
市
町
村
長

住
所
地
区
長

市
町
村
が
備
え
る

区
長
（
総
合
区
長
を
含
む

市
町
村
が
備
え
る

区
長
が
作
成
し
た

。
第
三
十
五
条
第
一
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
作
成

し
た

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
五
条
第
一

住
所
地
市
町
村
長

住
所
地
市
長

第
三
十
五
条
第
一

住
所
地
市
町
村
長

住
所
地
市
長

項
第
五
号

当
該
市
町
村

住
所
地
区
長
を
経
由
し
て

項
第
五
号

当
該
市
町
村

住
所
地
区
長
を
経
由
し
て

当
該
区
（
総
合
区
を
含
む

当
該
区
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。
第
三
十
七
条
第
一
項
に

お
い
て
同
じ
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
七
条
第
一

委
任
市
町
村
長
の
統
括

委
任
市
長
の
統
括
す
る
市

第
三
十
七
条

委
任
市
町
村
長
の
統
括

委
任
市
長
の
統
括
す
る
市

項

す
る
市
町
村

（
通
知
カ
ー
ド
に
係
る
事

す
る
市
町
村

（
通
知
カ
ー
ド
に
係
る
事

務
に
あ
っ
て
は
、
当
該
市

務
に
あ
っ
て
は
、
当
該
市

に
属
す
る
区
）

に
属
す
る
区
）

当
該
委
任
市
町
村
長

当
該
委
任
市
長

当
該
委
任
市
町
村
長

当
該
委
任
市
長

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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